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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
筒状構造を備えた繊維製品において、
該筒状構造には締め付け力の異なる少なくとも４つの環状領域を備え、
これら環状領域の一つである第一の環状領域の締め付け圧力をＰ１、
該第一の環状領域に隣接する第二の環状領域の締め付け圧力をＰ２、
該第二の環状領域に隣接する第三の環状領域の締め付け圧力をＰ３、
該第三の環状領域に隣接する第四の環状領域の締め付け圧力をＰ４、
とした場合に、これら締め付け圧力がＰ１＞Ｐ２、Ｐ２＜Ｐ３、Ｐ３＞Ｐ４なる関係を満
足するように設定されており、
該第一の環状領域の締め付け圧力Ｐ１及び該第三の環状領域の締め付け圧力Ｐ３のいずれ
も１０ｈＰａ未満に設定されており、
かつ、該第一の環状領域及び該第三の環状領域の幅が２０ｍｍ以上５０ｍｍ未満である
ことを特徴とする、繊維製品。
【請求項２】
前記Ｐ１、前記Ｐ２、前記Ｐ３、前記Ｐ４に関して、Ｐ１＝Ｐ３、Ｐ２＝Ｐ４なる関係を
満足するように設定されている
ことを特徴とする、請求項１に記載の繊維製品。
【請求項３】
前記第二の環状領域及び前記第四の環状領域の幅が１０ｍｍ以上５０ｍｍ未満である
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ことを特徴とする、請求項１または請求項２のいずれかに記載の繊維製品。
【請求項４】
前記第一の環状領域及び前記第三の環状領域を構成する編み組織は、前記第二の環状領域
及び前記第四の環状領域を構成する編み組織の編糸の少なくとも一部をこれよりも強い弾
性力を備えた編糸と置換して編製されている
ことを特徴とする、請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の繊維製品。
【請求項５】
前記第一の環状領域及び前記第三の環状領域を構成する編み組織は、前記第二の環状領域
及び前記第四の環状領域を構成する編み組織の編糸に弾性力を備えた編糸を加えて編製さ
れている
ことを特徴とする、請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の繊維製品。
【請求項６】
請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の繊維製品である
ことを特徴とする靴下。
【請求項７】
前記すくなくとも４つの環状領域の中で前記第一の環状領域がもっとも前記筒状構造の開
口部近くに設けられているとした際に、
前記第一の環状領域の幅をＷ１、
前記第三の環状領域の幅をＷ３、
とした場合に、これら幅がＷ１＜Ｗ３なる関係を満足するように設定されている
ことを特徴とする、請求項６に記載の靴下。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筒状構造を備えた繊維製品に関し、具体的には靴下、袖付手袋、レッグウォ
ーマー、アームウォーマー等に関するものである。より具体的には、装用時の締め付けが
極めて少ないにも関わらず、ずれが発生しにくい靴下、袖付手袋、レッグウォーマー、ア
ームウォーマー等の繊維製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、手軽な防寒具の一つとして靴下が利用されており、近年では、厚手の靴下を
いわゆる室内履き（ルームスリッパ）のように利用することも広く行なわれている。また
、靴下に限らず、レッグウォーマー、アームウォーマーのような筒構造を備えた繊維製品
も多く上市されている。以下、このような筒構造を備えた繊維製品を靴下等という。近年
の省エネ意識の高まりから室内の暖房温度を低めに設定することもしばしば行われる状況
下、このような靴下等は、今後ますます活用される機会が増えると予想される。
【０００３】
　ところで、靴下等は装用部によくフィットし、ずれを発生することなく、また過剰な締
め付けを装用者に感じさせないことが好ましい。例えば靴下では、装用時にふくらはぎ部
分を覆っていた筒状部がずれ落ちてしまうと保温効果が失われるし、筒状部がずれ落ちた
ことで足首や爪先側にたるみが生じると装用者に不快感を与えてしまう。また袖付手袋、
レッグウォーマーやアームウォーマーの場合でも、ずれによって保温効果が失われたり不
快感を与えてしまうことは共通である。
【０００４】
　靴下等のずれの発生を防ぐために開口部にいわゆる口ゴムを設けて強い締め付け力を発
生させることが行なわれるが、強い締め付け力は装用者に不快感を与えるのみならず、血
行障害の原因となり、また、装用終了後には皮膚に締め付けの跡形が残るといった不都合
が発生する。この不都合は、皮膚の弱い装用者で顕在化しやすく、特に高齢者では顕著と
なりやすい。例えば、容易に血行障害状態に陥って靴下等を装用することでますます冷え
を強く感じたり、強い締め付けのあった部分で内出血を発生して老人性紫斑を発生したり
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するのである。
【０００５】
　なお、靴下等のずれの発生を防ぐために靴下等の皮膚に触れる面に滑り止め加工を施す
ことも行なわれる。例えば、ウレタンやシリコン樹脂を繊維製品表面に塗布することで皮
膚との摩擦を大きくして保持力強くし、ずれの発生を防止するのであるが、皮膚の弱い装
用者にとってこのような対策は皮膚のかぶれ等の障害を将来する懸念が強いものであり好
ましいものではないことはいうまでもない。
【０００６】
　このような問題点に鑑みて従来より様々な靴下が提案されている。例えば、特開２０１
４－０４７４３５公開特許公報には、開口部に口ゴムを備えない靴下が開示されている。
該靴下は、アンクレット型と呼ばれる足首くらいまでの長さの靴下に特に好適とされ、開
口部と踵付近と足の中央部付近に対応する部分の３箇所に環状締め付け部を備えることを
特徴としている。また、該環状締め付け部はゴム糸を挿入することなく、他の部分を構成
する編み糸よりも強い弾性力を備えた編み糸により編製して他の部分よりも強い締め付け
力を得ている。この構成により、足の部分で発生した靴下を脱がせようとする力が踵付近
の環状締め付け部の働きでこれより上の部分に伝播しにくくなり、開口部の締め付け力が
さほど大きくなくともこの部分が足部分に引かれてずれ落ちることが抑制される。
【０００７】
　なお、靴下の締め付け圧を場所によって変化させる試みは上記以外にも多く行なわれて
きており、代表的には特開２００５－２４０２２２公開特許公報に開示された靴下を挙げ
ることが出来る。この靴下は、爪先部分から開口部にかけて締め付け力が強から弱に段階
的に変化するようにされており、それぞれの箇所での締め付け力を限定することで、足の
浮腫み抑制の効果が得られる靴下としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１４－０４７４３５　公開特許公報
【特許文献２】特開２００５－２４０２２２　公開特許公報
【０００９】
　上記説明したように、装用時の締め付けを少なくしつつずれが発生しにくい靴下が提案
されているものの、高齢者に代表される皮膚の弱い装用者にとって十分満足できるもので
はなかった。すなわち、口ゴムを使用しないことで開口部の締め付け力を抑制した靴下で
あったとしても、皮膚の弱い装用者にとっては皮膚障害の原因になり得る締め付け力であ
ったり、あるいは、皮膚障害の原因にならない程度の非常に小さい締め付け力の靴下では
装用時のずれが無視できないほど発生してしまうといった問題があった。また、靴下に限
らず、袖付手袋、レッグウォーマーやアームウォーマー等においても程度の差こそあれ、
実質的に同じ問題が発生していた。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明が解決しようとする課題は、上記問題を解決した靴下等を提供することである。
つまり、高齢者のような皮膚の弱い装用者であっても皮膚障害を発生せず、しかも、装用
時のずれも抑制可能な靴下等を提供することを本発明が解決しようとする課題としている
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
（１）上記課題を解決するため、本発明においては
筒状構造を備えた繊維製品において、
該筒状構造には締め付け力の異なる少なくとも４つの環状領域を備え、
これら環状領域の一つである第一の環状領域の締め付け圧力をＰ１、
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該第一の環状領域に隣接する第二の環状領域の締め付け圧力をＰ２、
該第二の環状領域に隣接する第三の環状領域の締め付け圧力をＰ３、
該第三の環状領域に隣接する第四の環状領域の締め付け圧力をＰ４、
とした場合に、これら締め付け圧力がＰ１＞Ｐ２、Ｐ２＜Ｐ３、Ｐ３＞Ｐ４なる関係を満
足するように設定されている
ことを特徴とする、繊維製品としている。
【００１２】
　筒状構造とは、本発明に係る繊維製品が靴下の場合、足を挿入する開口部からおおむね
踵に対応する位置までを指し、装用時には足首から脹脛を覆う部分である。一方、足首よ
りも爪先側に対応する部分は以下袋状構造と呼ぶ。もっとも、アンクレット型と呼ばれる
足首くらいまでの長さの靴下の場合には、袋状構造と踵部が大部分を占めることになるが
、短くとも踵部から開口部に到る部分は筒状構造である。
　手袋の場合にも、いわゆる袖付手袋と呼ばれる手首から下腕を覆う部分を備えるものは
本発明における繊維製品の一であり、袖部分が筒状構造である。　また、レッグウォーマ
ーやアームウォーマーの場合には、これら全体が両端部に開口部を備えた筒状構造であり
、これら以外の身体に装用して使用する繊維製品についても同様である。
【００１３】
　環状領域とは、筒状構造をその軸に垂直な平面で複数の領域に分割したと考えた場合の
それぞれの領域を指し、要は筒状構造を輪切りにしたものであるから環状構造はある幅を
備えた環状の領域である。本発明においては、各々の環状構造はそれぞれ固有の種類の糸
で固有の寸法に編製されており、結果としてそれぞれが異なる締め付け圧力を備えている
。
【００１４】
　締め付け圧力とは、繊維製品を装用した際に、筒状構造の備えるそれぞれの環状領域が
装用者の皮膚を締め付ける力を単位面積当たりの値で示したものである。例えば繊維製品
が靴下の場合には、締め付け圧力が弱すぎると靴下のずれ落ちが発生しやすい一方、締め
付け圧力が強すぎると血行不良等の原因となりやすいため、浮腫みの対策として使用され
る医療用の弾性ストッキング等を例外とすれば、１３～２５ｈＰａ程度が好ましく、強く
とも４０ｈＰａ未満とすべきといわれている。なお、本発明は主に皮膚の弱い装用者へ適
合するため、１３ｈＰａ未満の締め付け圧力とすることが実用上は好ましいが、必ずしも
これに限られるものではない。
【００１５】
　本発明においては少なくとも４つの隣接する環状領域を備えて、これらの締め付け圧力
をＰ１～Ｐ４とした場合に、Ｐ１＞Ｐ２、Ｐ２＜Ｐ３、Ｐ３＞Ｐ４なる関係を満足するこ
とを特徴の一つとしているが、これは要するに筒状構造に締め付け圧力が強・弱・強・弱
と変化する部分が設けられていると考えればよい。もちろん、ここで「強」や「弱」の表
示は相対的なものであるので、この表示で「強」にあたるＰ１が同じく「弱」にあたるＰ
４よりも弱い（つまり、Ｐ１＜Ｐ４）ということもありえるが、大まかには締め付け圧力
の強い領域と弱い（またはほとんど無い）領域が交互に設けられるということである。
【００１６】
　さて、筒状領域に締め付け圧力が強い部分と弱い部分を交互に設けることの利点は次の
ようである。すなわち、繊維製品の締め付け圧力が強すぎると装用者に不快感を感じさせ
るほか血行不良や内出血の原因になる一方、これが弱すぎるとずれが発生して保温効果が
失われたり、ずれに伴って発生する大きなたわみが不快感を生じさせることになる。高齢
者など皮膚の弱い装用者では、許容できる締め付け圧力が低くなるため、快適な装用感と
ずれを生じさせない保持力を両立できる締め付け圧力範囲が狭くなり、快適に使用できる
繊維製品の実現が困難である。
【００１７】
　一方、口ゴムを備えた靴下のように、筒状構造全体の締め付け圧力を高くするのではな
く開口部付近のみの締め付け圧力を高くすると、確かに開口部以外の部分の締め付け圧力
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は十分に低く出来るものの、開口部以外の筒状構造には保持力が無いのでこれらが徐々に
ずれ下がり、開口部を引っ張ることになる。この力に対抗するために、開口部の締め付け
圧力は強くせざるを得ず、開口部直下に当たる部分の皮膚に限ればむしろ状態は悪化する
ことになる。つまり、内出血を発生したり、かゆみ・かぶれを生じたり、あるいは、装用
終了後に皮膚に締め付けの痕跡が長く残ることになる。なお、口ゴムを備えない靴下も市
場で流通しているが、筒状構造の開口部付近の編糸を弾性の強いものとするなどして締付
圧力を強化し、これによってずれの発生を抑制しているに過ぎないため、本質的には同じ
問題を抱えている。
【００１８】
　そこで、締め付け圧力が強い環状領域と締め付け圧力が弱い環状領域を交互に設けるこ
とにすると、個々の締め付け圧力が弱い環状領域で発生しようとするずれが隣接する締め
付け圧力が強い環状領域に支えられることになるので、ずれが発生しても伝播しない。つ
まり、個々の環状領域の幅は筒状領域全体と比較して相当に小さいので、環状領域内で生
じるずれも小さく、このため大きなたるみとなることもないので装用者に不快感を与える
ことが無い。また、締め付け圧力が強い環状領域が支えなければならない締め付け圧力が
弱い環状領域は小さい領域に過ぎないので、締め付け圧力が強い環状領域といえどもここ
に必要な締め付け圧力は小さなもので十分であり、開口部に口ゴムを備えた靴下の例のよ
うな問題が顕在化することも無い。
【００１９】
　さらに、締め付け圧力が強い環状領域が装用者の皮膚を締め付けて収縮しようとすると
、隣接する締め付け圧力が弱い環状領域を引っ張ることになるので、これによって締め付
け圧力が弱い領域の締め付け圧力が僅かに強くなり、逆に締め付け圧力が強い環状領域の
締め付け圧力を僅かに弱くすることになる。つまり、締め付け圧力が強い環状領域の余剰
な圧力が隣接する締め付け圧力が弱い環状領域に分散する働きが得られるので、皮膚に対
する影響はますます小さくなる。なお、筒状構造の開口部付近のみに締め付け圧力が強い
領域が設けられているような従来の構成では、隣接する締め付け圧力の低い領域のたるみ
が大きく、締め付け圧力が強い領域が収縮しようとしたときにこれを分散しようとする作
用はほとんど得られない。この作用を得るには、締め付け圧力の強い環状領域と締め付け
圧力の弱い環状領域が交互に設けられることが必要なのである。
【００２０】
　上記議論から明らかな通り、締め付け圧力が弱い環状領域は繊維製品の装用者への保持
機能を担っておらず、従って締め付け圧力は必ずしも必要ない。つまり、締め付け圧力が
弱い環状領域に対応するＰ２やＰ４は０ｈＰａであってもかまわない。具体的には、この
環状領域を実質的に弾性を備えない編糸によって編製するなどしてもかまわないというこ
とである。
【００２１】
　なお、上記では４つの環状領域の締め付け圧力をＰ１～Ｐ４としているが、このことは
これら締め付け圧力がすべて異なっていることを示唆するものではない。つまり、Ｐ１～
Ｐ４がＰ１＞Ｐ２、Ｐ２＜Ｐ３、Ｐ３＞Ｐ４なる関係を満足している限り、Ｐ１とＰ３が
等しい、または、Ｐ２とＰ４が等しくても本発明上なんら問題は無い。むしろ、多くの種
類の締め付け圧力の環状領域を構成するには、編糸の種類や編組織の種類を多く切り替え
る必要があるので製造の手間やコストの観点で好ましいものではなく、筒状構造を２種類
の締め付け圧の環状領域で構成することは好ましい実施例の一つである。
【００２２】
　ところで、上記では締め付け圧力が強い環状領域と締め付け圧力が低い環状領域はそれ
ぞれ２つ、計４つの環状領域を筒状構造に備える繊維製品について説明したが、本発明に
おいてはより多くの環状領域を備えてもかまわない。むしろ、筒状構造全体にわたって、
多くの環状領域を備える方が繊維製品をより広い面積で装用者に保持することになり、よ
り低い締め付け圧力を実現できる点で好ましい。
【００２３】
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　また、筒状構造以外の構造を備える繊維製品、例えば靴下のように筒状構造に袋状構造
が連続して設けられる繊維製品では、筒状構造の開口部（足を差し入れる部分）から第一
の環状領域、第二の環状領域、第三の環状領域、第四の環状領域が順に設けられる場合と
、逆に開口部から第四の環状領域、第三の環状領域、第二の環状領域、第一の環状領域が
順に設けられる場合を想定可能である。これらの違いは、開口部に近い部分に締め付け圧
力がＰ１である環状領域が設けられるか、それとも、開口部に近い部分に締め付け圧力が
Ｐ４である環状領域が設けられるかの違いと考えても良い。
【００２４】
　本発明は、これらのいずれの場合をもその技術的範囲に含むものである。本発明の作用
効果上、締め付け圧力が強い環状領域と締め付け圧力が弱い環状領域が交互に設けられる
ことが最も重要な技術的特徴であり、これら領域のいずれが開口部近くに設けられるかと
いう点は本質的差異を産むものではないからである。なお、アームウォーマーやレッグウ
ォーマの場合は筒状構造のみからなる繊維製品として製造されることが多いが、筒状構造
の両端の開口部が区別可能である場合は上記靴下を例とした説明と同様、４つの環状領域
の順序が反転していたとしても本発明に属することは言うまでも無い。
【００２５】
（２）上記課題を解決するため、本発明においては、
前記Ｐ１、前記Ｐ２、前記Ｐ３、前記Ｐ４に関して、Ｐ１＝Ｐ３、Ｐ２＝Ｐ４なる関係を
満足するように設定されている
ことを特徴とする、（１）に記載の繊維製品としている。
【００２６】
　すでに説明したとおり、本発明においては筒状構造に締め付け圧力の強い環状領域と締
め付け圧力の弱い環状領域が交互に設けられることを特徴としているが、あまりに多くの
種類の締め付け圧力の環状領域を一つの繊維製品中で構成することは、製造の手間やコス
トの観点で好ましいものではない。そこで、筒状構造を２種類の締め付け圧の環状領域で
構成することが好ましい。具体的には、少なくとも４つの環状領域のうち、第一の環状領
域の締め付け圧力Ｐ１とこれと第二の環状領域を挟んで隣接する第三の環状領域の締め付
け圧力Ｐ３を等しく設定し、第二の環状領域の締め付け圧力Ｐ２とこれと第三の環状領域
を挟んで隣接する第四の環状領域の締め付け圧力Ｐ４を等しく設定すると良い。これによ
って、本発明を安価に提供することが可能になる。
【００２７】
（３）上記課題を解決するため、本発明においては、
前記第一の環状領域の締め付け圧力Ｐ１及び前記第三の環状領域の締め付け圧力Ｐ３のい
ずれも２５ｈＰａ未満に設定されている
ことを特徴とする、（１）または（２）のいずれかに記載の繊維製品としている。
【００２８】
　これまでの説明では締め付け圧力が強い環状領域という表現を用いてきているが、これ
はあくまでも締め付け圧力が低い環状領域に対する相対的な概念にすぎず、締め付け圧力
の絶対値は低いことが好ましい。具体的には、強い締め付け圧力の環状領域に相当する第
一の環状領域の締め付け圧力Ｐ１や第二の環状領域の締め付け圧力Ｐ２のいずれもが２５
ｈＰａ未満に設定されていることが好ましい。
【００２９】
　一般的に、医療用途で使用される弾性ストッキングを除けば、浮腫み対策を企図した場
合であっても締め付け圧力は１３～２５ｈＰａ程度が好ましいといわれており、本発明に
おいても最大の締め付け圧力は２５ｈＰａ未満とすることが好ましい。なお、このような
締め付け圧力であっても、弱い締め付け圧力の環状領域と交互に設けられることによる圧
力の分散効果により、全体がこのような締め付け圧力とされた繊維製品と比較して装用感
は優れたものとなる。
【００３０】
　上記課題を解決するため、本発明においては、
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前記第一の環状領域の締め付け圧力Ｐ１及び前記第三の環状領域の締め付け圧力Ｐ３のい
ずれも１０ｈＰａ未満に設定されている
ことを特徴とする、（３）に記載の繊維製品としている。
【００３１】
　本発明は高齢者等の皮膚の弱い装用者が使用する際に快適な装用感が得られることを企
図したものであるので、装用時に繊維製品がずれを生じて不快感を生じるようなことが無
い限り、締め付け圧力は低ければ低いほど良いといえる。具体的には締め付け圧力を強く
とも１０ｈＰａ未満に設定することが出来、これは本発明の好ましい構成例である。締め
付け圧力が低いと、一般的には繊維製品のずれが発生しやすくなるが、本発明では締め付
け力が強い環状領域と締め付け力が弱い環状領域を交互に配したことによって、ずれが伝
播して大きなたるみを生じにくくなっており、最大の締め付け圧力を低く設定してもずれ
の少ない快適な装用感を得られる繊維製品とすることができるのである。
【００３２】
（４）上記課題を解決するため、本発明においては、
前記第一の環状領域及び前記第三の環状領域の幅が１０ｍｍ以上５０ｍｍ未満である
ことを特徴とする、（１）～（３）のいずれかに記載の繊維製品としている。
【００３３】
　本発明は、筒状構造に締め付け圧力が強い環状領域と締め付け圧力が弱い環状領域が交
互に設けられていることによって特有の効果を得ているが、ここで、締め付け圧力が強い
環状領域の幅が余りに狭いと、装用者の皮膚を線状に締め付けることになってしまう。こ
うなると、比較的低い締め付け圧力であっても皮膚への食い込みが生じ、これによって締
め付け圧力が強い環状領域の見かけ上の幅が狭くなってますます締め付けが強くなるとい
う悪循環に陥りかねない。この為、締め付け圧力の強い環状領域の幅は１０ｍｍ以上とす
ることが好ましい。
【００３４】
　また、締め付け圧力の強い環状領域の幅が余りに広いと、この領域では締め付け圧力の
分散効果が働かず、装用者の皮膚にとっては単純に締め付け圧力が強い繊維製品を装用し
ていることほぼ同じ状況となってしまう。この為、締め付け圧力の強い環状領域の幅は５
０ｍｍ未満とすることが好ましい。
【００３５】
　以上のとおり、締め付け圧力の強い環状領域の幅を１０ｍｍ以上５０ｍｍ未満とするこ
とが、装用者に皮膚に障害を与えにくくかつずれも生じにくいという本発明の特徴を実現
する上で好ましい要件である。
【００３６】
　上記課題を解決するため、本発明においては、
前記第一の環状領域及び前記第三の環状領域の幅が１５ｍｍ以上３０ｍｍ未満である
ことを特徴とする、（１）～（３）に記載の繊維製品としている。
【００３７】
　本発明は繊維製品であるので、筒状構造に設けられた環状領域の寸法も比較的大きな誤
差を含み得る。製造時の寸法ばらつきのみならず、例えば、弾性による伸縮や装用者の体
格（脹脛や下腕の太さ等）、洗濯等による収縮によっても、環状領域の幅は変化しえる。
それゆえ、締め付け圧力の強い領域の幅に少し余裕を見て、１５ｍｍ以上３０ｍｍ未満と
することがより好ましい。
【００３８】
（５）上記課題を解決するため、本発明においては、
前記第二の環状領域及び前記第四の環状領域の幅が１０ｍｍ以上５０ｍｍ未満である
ことを特徴とする、（１）～（４）のいずれかに記載の繊維製品としている。
【００３９】
　本発明は、筒状構造に締め付け圧力が強い環状領域と締め付け圧力が弱い環状領域が交
互に設けられていることによって特有の効果を得ているが、ここで、締め付け圧力が弱い
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環状領域の幅が余りに狭いと、締め付け圧力の強い環状領域の圧力を分散する作用が得ら
れず、繊維製品の筒状構造全体の締め付け圧力が強い場合と同様になってしまう。この為
、締め付け圧力の弱い環状領域の幅は１０ｍｍ以上とすることが好ましい。
【００４０】
　また、締め付け圧力の弱い環状領域の幅が余り広いと、この領域で生じるずれがたるみ
を生じることになり、装用感が悪化すると共に、締め付け圧力の強い環状領域でたるみの
生じた繊維製品の保持力が不足して更なるずれが発生する状況となってしまう。この為、
締め付け圧力の弱い環状領域の幅は５０ｍｍ未満とすることが好ましい。
【００４１】
　以上のとおり、締め付け圧力の弱い環状領域の幅を１０ｍｍ以上５０ｍｍ未満とするこ
とが、装用者に皮膚に障害を与えにくくかつずれも生じにくいという本発明の特徴を実現
する上で好ましい要件である。
【００４２】
　上記課題を解決するため、本発明においては、
前記第二の環状領域及び前記第四の環状領域の幅が１５ｍｍ以上３０ｍｍ未満である
ことを特徴とする、（４）に記載の繊維製品としている。
【００４３】
　すでに説明した通り、本発明は繊維製品であるので、筒状構造に設けられた環状領域の
寸法も比較的大きな誤差を含み得る。この為、締め付け圧力の弱い領域の幅に少し余裕を
見て、１５ｍｍ以上３０ｍｍ未満とすることがより好ましい。
【００４４】
（６）上記課題を解決するため、本発明においては、
前記第一の環状領域及び前記第三の環状領域を構成する編み組織は、前記第二の環状領域
及び前記第四の環状領域を構成する編み組織の編糸の少なくとも一部をこれよりも強い弾
性力を備えた編糸と置換して編製されている
ことを特徴とする、（１）～（５）のいずれかに記載の繊維製品としている。
【００４５】
　本発明に係る繊維製品は、その筒状構造に少なくとも締め付け圧の強い環状領域と締め
付け圧の弱い環状領域に対応する２種類の編み組織を含むことになる。この為、本発明に
係る繊維製品は通常のものと比較して複雑な構造であるが、これを実現するために、環状
領域ごとに一部の編糸を置換することが好ましい。
【００４６】
　具体的にどのような種類の編糸を使用すべきであるかについては特に問わないが、一例
としては次のようにすることが出来る。すなわち、繊維製品は装用者が装用した状態で他
人の目に触れるものであるから、保温性といった機能のみならず外観上の美観を備えるこ
とも装用者の満足上重要である。そこで、繊維製品の表側に露出する編糸と裏側に露出す
る編糸の種類を変えることが好ましい。
【００４７】
　例えば靴下の例では、表側に露出する編糸として綿糸、絹糸、麻糸、レーヨン糸、ナイ
ロン糸、ポリエステル糸、ウール糸、アクリル糸などを使用することが出来、中でも、絹
糸、ウール糸やアクリル糸などは特有の艶を備えており美しい外観の靴下が得られる。し
かし、これら表側に露出する編糸で締め付け圧の異なる環状領域を編製することは不可能
ではないが好ましくない。なぜなら、編糸を切り替えて締め付け圧の強い環状領域と締め
付け圧の弱い環状領域を構成すると、それぞれの領域の違いが色合いや風合いの違いとし
て視認されてしまうからである。また、締め付け圧を発生する弾性糸は必ずしも風合い等
の外観上の観点で優れているわけではない。
【００４８】
　一方で、繊維製品の裏側に露出する編糸は、これを環状領域毎に切り替えたとしても外
観への影響はない為、これを切り替えて環状領域を構成することは本発明にとって好都合
である。具体的には、締め付け圧力が弱い環状領域ではナイロン糸またはポリエステル糸
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を使用し、締め付け圧力が強い環状領域では弾性ポリウレタン糸（スパンデックスともい
われる）を使用することが出来る。このように筒状構造を裏糸を適宜切り替えつつ編製す
ることで、本発明に係る繊維製品を製造することが出来る。
【００４９】
　なお、本発明を構成する糸の種類は上記の組み合わせに限られないことはいうまでもな
いことである。例えば、裏糸を非弾性糸と弾性糸で切り替えることによって締め付け圧力
の強い環状領域と締め付け圧力の低い環状領域を構成するのではなく、弾性の弱い（デニ
ール数の小さい）弾性糸と弾性の強い（デニール数の大きい）弾性糸を切り替えることに
よって構成することもできる。このようにすると、締め付け圧力の弱い環状領域もある程
度の締め付け圧力を有することになるが、装用者の状態や繊維製品の使用目的によっては
適切な機能のものが得られる場合がある。これに限らず、芯線が弾性に富む弾性ポリウレ
タン糸で鞘糸が摩擦に強いナイロン糸で構成されたカバリング糸を使用するなど、目的に
応じて適宜選択すればよい。
【００５０】
（７）上記課題を解決するため、本発明においては、
前記第一の環状領域及び前記第三の環状領域を構成する編み組織は、前記第二の環状領域
及び前記第四の環状領域を構成する編み組織の編糸に弾性力を備えた編糸を加えて編製さ
れている
ことを特徴とする、（１）～（５）のいずれかに記載の繊維製品としている。
【００５１】
　本発明に係る繊維製品の締め付け圧の強い環状領域と締め付け圧の弱い環状領域を、異
なる編糸を使用することで構成できることはすでに説明したとおりであるが、同様の効果
を異なる構成で得ることも可能である。すなわち、基本として締め付け圧の弱い環状領域
を編製するようにし、締め付け圧の強い環状領域を編製する際には編糸に弾性力を備えた
編糸を加えることとすれば良い。このようにすると、締め付け圧の強い環状領域が締め付
け圧の弱い環状領域と比較して多くの糸によって編製されることになるので、当然ながら
編組織は密度が高い厚みのあるものとなる。しかしながら、本発明で実現しなければなら
ない締め付け圧は一般の繊維製品と比較して非常に低いものであり、当然に必要となる弾
性糸も細い(デニール数の小さい）ため、編組織の厚み変化も僅かであって実用上の問題
はほとんど生じない。
【００５２】
（８）上記課題を解決するため、本発明においては、
（１）～（７）に記載されている繊維製品である
ことを特徴とする、靴下としている。
【００５３】
　本発明に係る繊維製品は、筒状構造を備えて、ここに締め付け圧の強い環状領域と締め
付け圧の弱い環状領域を交互に設けることにより、高齢者等の皮膚の弱い装用者に皮膚障
害を起こさせることがなく、かつ、ずれが発生して不快感を感じさせることも無いという
利点があり、この利点は筒状構造を備えた繊維製品であれば広く享受できるものである。
この点で、本発明は靴下、袖付手袋、レッグウォーマー、アームウォーマーなどに広く適
用できるものであるが、中でも靴下は筒状構造の一端が開口部で他端には袋状構造が設け
られるという非対称な構造であり、また通常は筒状構造が上下方向を向く状態で装用され
るために重力の影響でずれが生じ易いため、本発明の利益が特に大きく感じられる繊維製
品である。
【００５４】
　従って、（１）～（７）のいずれかの特徴を備えた靴下は本発明の好ましい形態の一つ
である。
【００５５】
　上記課題を解決するため、本発明においては、
（１）～（７）に記載されている繊維製品である
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ことを特徴とする、袖付手袋としている。
【００５６】
　靴下と同様、袖付手袋も一端に開口部が設けられ他端は手袋部であるという非対称な構
造であり、また、筒状構造が上下方向を向く状態で装用されることが多いので、重力の影
響もあってずれが生じ易いので本発明の利益が特に大きく感じられる繊維製品である。
【００５７】
　従って、（１）～（７）のいずれかの特徴を備えた袖付手袋は本発明の好ましい形態の
一つである。
【００５８】
（９）上記課題を解決するため、本発明においては、
前記すくなくとも４つの環状領域の中で前記第一の環状領域がもっとも前記筒状構造の開
口部近くに設けられているとした際に、
前記第一の環状領域の幅をＷ１、
前記第三の環状領域の幅をＷ３、
とした場合に、これら幅がＷ１＜Ｗ３なる関係を満足するように設定されている
ことを特徴とする、（８）に記載の靴下としている。
【００５９】
　靴下を装用した場合、足首付近は装用部が細く、脹脛付近は装用部が太くなることが通
常である。同じ径の筒状構造であっても、装用部の太さが太ければ筒状構造がそれだけ引
き伸ばされることになるので、脹脛付近の締め付け圧が高めになる。そこで、筒状構造の
開口部付近、つまり、靴下の足を差し入れる部分に近い側の締め付け圧が強い環状領域の
幅を狭く設定し、これよりも足首に近い側の締め付け圧が強い環状領域の幅を広めに設定
することで、靴下を装用した際の締め付けが軽減され、装用感が向上する。ここで、環状
領域は４つに限らず、さらに多くの環状領域を設けた場合であっても、靴下の開口部から
足首側に向けて順次締め付け圧が強い環状領域の幅を広くしていけばよいことはいうまで
もない。
【００６０】
　もっとも、先に説明したとおり締め付け圧力が高い環状領域の幅は１０ｍｍ以上５０ｍ
ｍ未満程度が好ましい為、開口部近くの締め付け圧が強い環状領域の幅を１０ｍｍ程度と
し、足首近くの開口部近くの締め付け圧が強い環状領域の幅が５０ｍｍとなるように順次
幅を変えていくのが良い。
【００６１】
（１０）上記課題を解決するため、本発明においては、
前記すくなくとも４つの環状領域の中で前記第一の環状領域がもっとも前記筒状構造の開
口部近くに設けられているとした際に、
前記締め付け圧力がＰ１＜Ｐ３なる関係を満足するように設定されている
ことを特徴とする、（８）に記載の靴下としている。
【００６２】
　（９）に説明したとおり、靴下の場合は装用部の太さの関係で脹脛付近の締め付け圧が
高めになる。これに対し、筒状構造の開口部付近、つまり、靴下の足を差し入れる部分に
近い側の締め付け圧が強い環状領域の締め付け圧力を低く設定し、これよりも足首に近い
側の締め付け圧力を強めに設定することで、靴下を装用した際の締め付けが軽減され、装
用感が向上する。この例でも、環状領域は４つに限らず、さらに多くの環状領域を設けた
場合であっても、靴下の開口部から足首側に向けて順次締め付け圧を高めていけばよいこ
とはいうまでもない。
【００６３】
　なお、締め付け圧力の設定方法は特に問わないが、例えば締め付け圧力の強い領域を構
成する編組織に使用する弾性糸の太さを変えることによって行なうことが出来る。例えば
、靴下の開口部に近い締め付け圧力の強い環状領域から順に２０デニール、３０デニール
、４０デニールと弾性糸の太さを変えていくとよい。
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【００６４】
（１１）上記課題を解決するため、本発明においては、
前記すくなくとも４つの環状領域の中で前記第一の環状領域がもっとも前記筒状構造の開
口部近くに設けられているとした際に、
前記締め付け圧力がＰ１＞Ｐ３なる関係を満足するように設定されている
ことを特徴とする、（８）に記載の靴下としている。
【００６５】
　（１０）に説明したとおり、靴下の場合は装用部の太さの関係で筒状構造の開口部付近
の締付圧力を低く設定し、足首に近い側の締付圧力を強めに設定することで、装用感が向
上することが多い。しかしながら、足首部は踵骨腱を始めとする大きな腱が集中している
箇所であり、腱鞘炎を患う患者が少なくない。このような患者では、足首付近を締め付け
ることで痛みを感じさせたり症状を悪化させる懸念もあり、（１０）の場合とは逆に、足
首に近い側の締付圧力を弱めに設定した靴下とすることで快適に装用できるようになる。
本発明は人体に装用して使用する繊維製品であるので、装用者に応じた特有の設計が特有
の効果を奏する場合があるのである。
【発明の効果】
【００６６】
（１）筒状構造を備えた繊維製品の該筒状構造に締め付け力の異なる少なくとも４つの第
１～第４の環状領域を備え、これら環状領域の締め付け圧力Ｐ１～Ｐ４をＰ１＞Ｐ２、Ｐ
２＜Ｐ３、Ｐ３＞Ｐ４なる関係を満足するように設定したので、締め付け圧力が弱い環状
領域（第２及び第４の環状領域）で発生しようとするずれが隣接する締め付け圧力が強い
環状領域（第１及び第３の環状領域）に支えられ、またずれが発生しても伝播しない。ま
た、締め付け圧力が弱い環状領域で発生する僅かなずれは小さなものであるために大きな
たるみとなることもなく、装用者に不快感を与えることが無い。また、締め付け圧力が強
い環状領域に必要な締め付け圧力も小さなもので十分であるため、高齢者のような皮膚の
弱い装用者の皮膚障害がなく、かつ、ずれによる不快感の発生もない繊維製品を提供でき
るという効果を奏する。
【００６７】
　環状領域の数を増やし、筒状構造全体にわたって締め付け圧力が強い環状領域と締め付
け圧力が低い環状領域を交互に設けることとすれば、繊維製品をより広い面積で装用者に
保持することになり、より低い締め付け圧力を実現できるという効果を奏する。
【００６８】
（２）Ｐ１＝Ｐ３、Ｐ２＝Ｐ４なる関係を満足することとしたので、筒状領域に構成しな
ければならない環状領域の種類が締め付け圧力の強い環状領域１種と締め付け圧力の弱い
環状領域１種の２種類のみとなる。これによって、製造の手間やコストの増大が抑制され
、安価に本発明に掛かる繊維製品を供給できるという効果を奏する。
【００６９】
　また、環状領域の締め付け圧力の最大値を２５ｈＰａ未満に設定したので、高齢者等の
皮膚の弱い装用者が使用しても不快感や皮膚障害を発生する恐れが少ない、安全な繊維製
品を提供できるという効果を奏する。
【００７０】
　また、環状領域の締め付け圧力の最大値を１０ｈＰａ未満に設定したので、高齢者等の
皮膚の弱い装用者が使用しても不快感や皮膚障害を発生する恐れがより少ない、ますます
安全な繊維製品を提供できるという効果を奏する。
【００７１】
（４）締め付け圧力が強い環状領域の幅を１０ｍｍ以上５０ｍｍ未満としたので、締め付
け圧力が強い環状領域が装用者の皮膚に食い込むことなく、かつ、装用者の皮膚を広い範
囲にわたって過度に締め付けてしまうこともない、快適に装用できる繊維製品を提供でき
るという効果を奏する。
【００７２】
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　また、締め付け圧力が強い環状領域の幅を１５ｍｍ以上３０ｍｍ未満としたので、製造
上の寸法ばらつきや弾性による伸縮、装用者の体格（脹脛や下腕の太さ等）、洗濯等によ
る収縮によらず、安定して前記に記載の効果が得られる。
【００７３】
（５）締め付け圧力が弱い環状領域の幅を１０ｍｍ以上５０ｍｍ未満としたので、締め付
け圧力の強い環状領域の圧力を分散し、また、大きなたるみを生じて不快感を発生するこ
とも無い、快適に装用できる繊維製品を提供できるという効果を奏する。
【００７４】
　また、締め付け圧力が弱い環状領域の幅を１５ｍｍ以上３０ｍｍ未満としたので、製造
上の寸法ばらつきや弾性による伸縮、装用者の体格（脹脛や下腕の太さ等）、洗濯等によ
る収縮によらず、安定して前記に記載の効果が得られる。
【００７５】
（６）締め付け圧力が弱い環状領域を構成する編糸の少なくとも一部をこれよりも強い弾
性力を備えた編糸と置換して編製することで締め付け圧力が強い環状領域を構成すること
としたので、本発明に係る繊維製品を製造することが可能になる。
【００７６】
（７）締め付け圧力が弱い環状領域を構成する編糸に、さらに弾性力を備えた編糸を加え
て編製することで締め付け圧力が強い環状領域を構成することとしたので、本発明に係る
繊維製品を製造することが可能になる。
【００７７】
（８）本発明に係る繊維製品である靴下としたので、そもそも装用時にずれ落ちやすい繊
維製品であるにも関わらず、弱い締め付け圧にもかかわらずずれ落ちなどの不都合が発生
しにくいという効果が得られる。
【００７８】
　また、本発明に掛かる繊維製品である袖付手袋としたので、靴下の場合と同様、装用時
にずれを生じやすい繊維製品であるにも関わらず、弱い締め付け圧でずれなどの不都合が
発生しにくいという効果が得られる。
【００７９】
（９）締め付け圧力が強い環状領域の幅が、開口部から足首側に向けて順次広くなるよう
に設定したので、脹脛部など装用部の太さが異なる部分であっても締め付けが軽減され、
装用感が向上するという効果が得られる。
【００８０】
（１０）環状領域の締め付け圧力が、開口部から足首側に向けて順次強くなるように設定
したので、脹脛部など装用部の太さが異なる部分であっても締め付けが軽減され、装用感
が向上するという効果が得られる。
【００８１】
（１１）環状領域の締め付け圧力が、開口部から足首側に向けて順次弱くなるように設定
したので、踵付近の締め付け圧を弱くすることが好ましい装用者に適した靴下が得られる
という効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１】本発明の実施例を示した説明図である。
【図２】本発明の別の実施例を示した説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００８３】
　以下、図面を用いて本発明に掛かる繊維製品について詳細に説明する。
【実施例１】
【００８４】
　図１は、本発明の一実施例である繊維製品である靴下の説明図である。靴下（１）は、
装用者が足に装用して使用するものであるから、実際には靴下（１）の筒状構造（２）の
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一端には開口部（６）が設けられて装用者の足が挿入可能とされている。また、靴下（１
）の袋状構造（３）の一端には爪先部（７）が設けられ、筒状構造（２）と袋状構造（３
）は踵部（４）を挟んで結合されており、このような基本的な構造においては本発明に係
る繊維製品である靴下と市場に一般に流通している靴下とでは全く共通である。
【００８５】
　さて、本発明に係る靴下（１）は、筒状構造（２）部分の開口部（６）に近い部分から
順に、第一の環状領域（５ａ）、第二の環状領域（５ｂ）、第三の環状領域（５ｃ）、第
四の環状領域（５ｄ）を設けている。なお、実際には筒状構造(２)の長さや、それぞれの
環状領域の幅に応じてさらに多くの環状領域を設けることがあるが、簡単のためこれらに
ついての説明は省略する。
【００８６】
　第一の環状領域（５ａ）及び第三の環状領域（５ｃ）は、表面側をウール繊維を主とし
た編糸とし、裏面側を太さ２０デニールのスパンデックス繊維を芯糸とするカバーリング
糸とした添糸編組織によって構成した。また、第二の環状領域（５ｂ）及び第四の環状領
域（５ｄ）は、表面側を先と同じウール繊維を主とした編糸とし、裏面側をナイロン繊維
を主とした編糸とした添糸編組織によって構成した。また、これら環状領域の幅はいずれ
もほぼ同じく約２ｃｍに設定している。なお、図に表れている通り、環状領域は筒状構造
の全体にわたって反復して設けているが、これらについては単純な繰り返しであるので説
明は省略する。
【００８７】
　靴下（１）の袋状構造（３）や踵部（４）についても、従来技術に係る靴下と同様の構
成としているので詳細の説明は省略する。
【００８８】
　本実施形態に係る繊維製品である靴下では、装用時に視認される表面側は特有の艶のあ
る風合いを備えるウール繊維を主とした編糸で構成されるため、通常の靴下と同じく美し
い外観を備える。
【００８９】
　次に、第一の環状領域（５ａ）及び第三の環状領域（５ｃ）は弾性に富むスパンデック
ス繊維を芯糸とする編糸を裏糸とした編組織であるので、これら領域（及び、反復して設
けられる環状領域）は装用時に一定の締め付け圧力を有する。しかし、スパンデックス繊
維の太さは２０デニールと極めて細いものを選択しているため、絶対値としての締め付け
圧力は１０ｈＰａよりもかなり小さなものである（なお、一般的な靴下では１８０デニー
ル程度のスパンデックス糸を用いる）。
【００９０】
　また、第二の環状領域（５ｂ）及び第四の環状領域（５ｄ）にはいわゆる弾性糸を使用
しない編組織としているので、この領域の装用時の締め付け圧力はきわめて弱く、ほとん
どゼロに近い。
【００９１】
　従って、第一の環状領域（５ａ）から第四の環状領域（５ｄ）の締付圧力をそれぞれＰ
１からＰ４とすると、Ｐ１＝Ｐ３＞Ｐ２＝Ｐ４なる関係が成り立つ。この関係は、（１）
に記載したＰ１＞Ｐ２、Ｐ２＜Ｐ３、Ｐ３＞Ｐ４なる関係を満足するものである。
【００９２】
　このようにすることで、第２の環状領域（５ｂ）や第４の環状領域（５ｄ）で生じた小
さなずれはそれぞれ第１の環状領域や第３の環状領域で支えられて、さらに伝播すること
が無い。このため、ずれが集積して大きなたるみとなり、装用者に不快感を感じさせる事
態には至らない。さらに、第２の環状領域や第４の環状領域は幅の小さな僅かな領域であ
り、これら部分で発生しようとするずれは小さな保持力で阻止可能であり、第一の環状領
域（５ａ）及び第三の環状領域（５ｃ）の締め付け圧を通常よりもはるかに小さなものと
してもずれを防止することが出来る。
【００９３】
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　また、仮に第一の環状領域（５ａ）及び第三の環状領域（５ｃ）の締め付け圧が装用者
にとって過多であり、皮膚への食い込みが始まろうとしても、これらに挟まれた第二の環
状領域（５ｂ）が両側から引っ張られる形となって締め付け圧を分散することとなり、装
用者の皮膚への締付を緩和する働きをする。なお、実際には環状領域の幅を約２ｃｍとし
ているため、そもそも皮膚への食い込みはほとんど発生しない。
【００９４】
　以上の通り、本発明に係る繊維製品である靴下は、高齢者等の皮膚の弱い装用者が装用
しても内出血を発生したり、かゆみ・かぶれを生じたり、あるいは、装用終了後に皮膚に
締め付けの痕跡が長く残るといった不都合を発生しにくく、しかも、ずれが生じてたるみ
が発生して保温機能を喪失したり不快感を感じることも無いというすぐれた効果を奏する
ものである。
【実施例２】
【００９５】
　図２は、本発明の別の一実施例である繊維製品である靴下の説明図である。符号は実施
例１の場合と共通としているので説明を省略する。
【００９６】
　本実施例では、第一の環状領域（５ａ）の幅と比べて第三の環状領域（５ｃ）の幅が広
く設定されていることが特徴である。実際には、反復される環状領域のうち、締め付け圧
が強い環状領域の幅が開口部（６）から踵部（４）に向かうにつれて徐々に広く設定され
る。具体的には、もっとも開口部に近い締め付け圧が強い環状領域の幅を約１５ｍｍとし
、最も踵部に近い締め付け圧が強い環状領域の幅を３０ｍｍとし、これらの間の締め付け
圧が強い環状領域の幅は徐々に変化するように設定している。
【００９７】
　一般に、脹脛付近は足首付近と比較すると周長が大きいことが多く、この為、靴下を装
用した際の筒状構造の伸びは脹脛付近の方が足首付近よりも大きくなる。第一の環状領域
等の締め付け圧が強い環状領域の締め付け力は、弾性糸の弾性力によって発生するもので
あるから、実際の締め付け圧力は脹脛付近が足首付近よりも大きくなることになる。これ
によって、装用者が脹脛部分に圧迫感を感じる場合がある。
【００９８】
　そこで、脹脛付近の締め付け圧が強い環状領域の幅を狭く設定することにより、脹脛部
分に働く締め付け力を小さくして圧迫感を感じることを防止するのである。
【実施例３】
【００９９】
　実施例３は、外観上は実施例と同じ図１のように現れる。符号は実施例１の場合と共通
としているので説明を省略する。
【０１００】
　本実施例は、第一の環状領域（５ａ）の裏糸に使用するスパンデックス繊維を２０デニ
ールの太さとし、次の締め付け圧が強い環状領域（第三の環状領域（５ｃ））の裏糸に使
用するスパンデックス繊維を３０デニールの太さとし、次の締め付け圧が強い環状領域の
裏糸に使用するスパンデックス繊維を４０デニールの太さとしというように、開口部（６
）から踵部（４）に向かうにつれて徐々に太い（デニール数の大きい）弾性糸を使用して
いる。なお、使用する弾性糸の太さは、最小１０デニール、最大７０デニールとしている
。
【０１０１】
　このようにすることで、脹脛付近の方が同じ伸びに対して発生する締め付け力は大きく
なる。しかし、実施例２で説明したとおり、一般に、脹脛付近は足首付近と比較すると周
長が大きいことが多いので実際にはこのようにすることで脹脛部分に働く締め付け力を小
さくして圧迫感を感じることを防止することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
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　以上説明したとおり、本発明は高齢者のような皮膚の弱い装用者であっても皮膚障害を
発生せず、しかも、装用時のずれも抑制可能な靴下等を提供可能とするものであり、産業
上の価値は頗る高い。
【符号の説明】
【０１０３】
　１　　　　　　　靴下
　２　　　　　　　筒状構造
　３　　　　　　　袋状構造
　４　　　　　　　踵部
　５ａ　　　　　　第一の環状領域
　５ｂ　　　　　　第二の環状領域
　５ｃ　　　　　　第三の環状領域
　５ｄ　　　　　　第四の環状領域
　６　　　　　　　開口部
　７　　　　　　　爪先部

【図１】

【図２】
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